
尾張旭市監査公表第２９号 
令和８年３月３０日付け尾張旭市監査公表第２１号をもって公表した定例監査結果

報告について、令和８年４月１日付け８消予第１号で市長から措置を講じた旨の通知

がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により次のとおり公表します。 
令和８年４月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
消防本部予防課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭市

規則第１１号。以下「会計規則」という。）

第４条第２項の規定により、調定の決議に

は、調定の根拠、計算の基礎を明らかにし

た帳票類を添付しなければならない。しか

しながら、危険物貯蔵設備許可申請手数料

については、当該帳票類を添付しないまま

調定を決議していた。 
収入の事務手続を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で周知徹底を

図った。 
今後は、調定を決議する際には、調定の

根拠、計算の基礎が分かる書類を添付す

る。 

 会計規則第１３条第１項によれば、簡易

な方法（会計規則第１０条）により納入の

通知をした納入義務者から納入の申出が

あったときは、納付書兼領収書（会計規則

第２号様式）を当該納入義務者に交付しな

ければならないとされている。 
しかしながら、同課は、危険物貯蔵設備

許可申請手数料について、納入義務者に対

して、簡易な方法により納入の通知をして

いるにもかかわらず、納付書兼領収書では

なく、別の様式（現金払込書（尾張旭市出

納員等に関する規則に関する文書の様式

を定める要綱（平成２５年尾張旭市要綱

等）第２号様式（その２）））を交付して

いた。 
収入の事務手続を適切に実施されたい。

指摘事項について、課内で周知徹底を

図った。 
再発防止に向け、従前使用していた様

式から会計規則第２号様式への入替えを

行った。 


